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議案第２号 

 

福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部改正について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年２月３日 

 

福岡県後期高齢者医療広域連合  

広域連合長   月 形 祐 二  

 

理由 

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世

代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」（令和６年法律第４２号）が公布され、

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充等が行われることとされ

たため、「福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例」につ

いて、所要の改正を行う必要がある。これが、この議案を提出する理由である。 
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福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に  

関する条例の一部を改正する条例  

 福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成１９年条例第５号）の一部を次のように改正する。  

第８条第２項中「３歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達する

までの子」に、同条第４項中「第２項中「３歳に満たない子のある職員

が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「

小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところ

により、当該子を養育」」を「前２項中「小学校就学の始期に達するま

での子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」」に

改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定

は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の日前に改正後の福岡県後期高齢者医療広域連合職

員の勤務時間、休暇等に関する条例第８条第２項の規定による請求を

行おうとする職員は、規則の定めるところにより、これらの請求を行

うことができる。  
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福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

（平成１９年条例第５号） 新旧対照表 

改正案 現行 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務

及び時間外勤務の制限） 

第８条 任命権者は、小学校就学の始期

に達するまでの子（民法（明治２９年

法律第８９号）第８１７条の２第１項

の規定により職員が当該職員との間に

おける同項に規定する特別養子縁組の

成立について家庭裁判所に請求した者

（当該請求に係る家事審判事件が裁判

所に係属している場合に限る。）であ

って、当該職員が現に監護するもの、

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第２７条第１項第３号の規定によ

り同法第６条の４第２号に規定する養

子縁組里親である職員に委託されてい

る児童その他これらに準ずる者として

規則で定める者を含む。以下この項か

ら第３項までにおいて同じ。）のある

職員（職員の配偶者で当該子の親であ

るものが、深夜（午後１０時から翌日

の午前５時までの間をいう。以下この

項において同じ。）において常態とし

て当該子を養育することができるもの

として規則で定める者に該当する場合

における当該職員を除く。）が、規則

で定めるところにより、当該子を養育

するために請求した場合には、公務の

正常な運営を妨げる場合を除き、深夜

における勤務をさせてはならない。 

２ 任命権者は、小学校就学の始期に達

するまでの子のある職員が、規則で定

めるところにより、当該子を養育する

ために請求した場合には、当該請求を

した職員の業務を処理するための措置

を講ずることが著しく困難である場合

を除き、第７条第２項に規定する勤務

（災害その他避けることのできない事

由に基づく臨時の勤務を除く。次項に

おいて同じ。）をさせてはならない。 

３ 任命権者は、小学校就学の始期に達

するまでの子のある職員が、規則で定

めるところにより、当該子を養育する

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務

及び時間外勤務の制限） 

第８条 （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 任命権者は、３歳に満たない子のあ

る職員が、規則で定めるところによ

り、当該子を養育するために請求した

場合には、当該請求をした職員の業務

を処理するための措置を講ずることが

著しく困難である場合を除き、第７条

第２項に規定する勤務（災害その他避

けることのできない事由に基づく臨時

の勤務を除く。次項において同じ。）

をさせてはならない。 

３ （同左） 
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改正案 現行 

ために請求した場合には、当該請求を

した職員の業務を処理するための措置

を講ずることが著しく困難である場合

を除き、１月について２４時間、１年

について１５０時間を超えて、第７条

第２項に規定する勤務をさせてはなら

ない。 

４ 前３項の規定は、第１５条第１項に

規定する日常生活を営むのに支障があ

る者（以下この項において「要介護

者」という。）を介護する職員につい

て準用する。この場合において、第１

項中「小学校就学の始期に達するまで

の子（民法（明治２９年法律第８９

号）第８１７条の２第１項の規定によ

り職員が当該職員との間における同項

に規定する特別養子縁組の成立につい

て家庭裁判所に請求した者（当該請求

に係る家事審判事件が裁判所に係属し

ている場合に限る。）であって、当該

職員が現に監護するもの、児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第２７

条第１項第３号の規定により同法第６

条の４第２号に規定する養子縁組里親

である職員に委託されている児童その

他これらに準ずる者として規則で定め

る者を含む。以下この項から第３項ま

でにおいて同じ。）のある職員（職員

の配偶者で当該子の親であるものが、

深夜（午後１０時から翌日の午前５時

までの間をいう。以下この項において

同じ。）において常態として当該子を

養育することができるものとして規則

で定める者に該当する場合における当

該職員を除く。）が、規則で定めると

ころにより、当該子を養育」とあり、

前２項中「小学校就学の始期に達する

までの子のある職員が、規則で定める

ところにより、当該子を養育」とある

のは、「要介護者のある職員が、規則

で定めるところにより、当該要介護者

を介護」と、第１項中「深夜におけ

る」とあるのは「深夜（午後１０時か

ら翌日の午後５時までの間をいう。）

 

 

 

 

 

 

 

４ 前３項の規定は、第１５条第１項に

規定する日常生活を営むのに支障があ

る者（以下この項において「要介護

者」という。）を介護する職員につい

て準用する。この場合において、第１

項中「小学校就学の始期に達するまで

の子（民法（明治２９年法律第８９

号）第８１７条の２第１項の規定によ

り職員が当該職員との間における同項

に規定する特別養子縁組の成立につい

て家庭裁判所に請求した者（当該請求

に係る家事審判事件が裁判所に係属し

ている場合に限る。）であって、当該

職員が現に監護するもの、児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第２７

条第１項第３号の規定により同法第６

条の４第２号に規定する養子縁組里親

である職員に委託されている児童その

他これらに準ずる者として規則で定め

る者を含む。以下この項から第３項ま

でにおいて同じ。）のある職員（職員

の配偶者で当該子の親であるものが、

深夜（午後１０時から翌日の午前５時

までの間をいう。以下この項において

同じ。）において常態として当該子を

養育することができるものとして規則

で定める者に該当する場合における当

該職員を除く。）が、規則で定めると

ころにより、当該子を養育」とあり、

第２項中「３歳に満たない子のある職

員が、規則で定めるところにより、当

該子を養育」とあり、及び前項中「小

学校就学の始期に達するまでの子のあ

る職員が、規則で定めるところによ

り、当該子を養育」とあるのは、「要

介護者のある職員が、規則で定めると

ころにより、当該要介護者を介護」
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改正案 現行 

における」と、第２項中「当該請求を

した職員の業務を処理するための措置

を講ずることが著しく困難である」と

あるのは「公務の正常な運営を妨げ

る」と読み替えるものとする。 

 

と、第１項中「深夜における」とある

のは「深夜（午後１０時から翌日の午

後５時までの間をいう。）における」

と、第２項中「当該請求をした職員の

業務を処理するための措置を講ずるこ

とが著しく困難である」とあるのは

「公務の正常な運営を妨げる」と読み

替えるものとする。 
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